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公益財団法人 日本医療機能評価機構
医療事故情報収集等事業

執行理事 後 信
（公印省略）

医療事故情報収集等事業 「医療安全情報No. 1 4 4」の提供について

平素より当事業部の実施する事業に格別のご高配を賜り、 厚く御礼申し上げ
ます。

この度、 医療事故情報収集等事業において収集した情報のうち、 特に周知す

べき情報を取りまとめ、 1 1月1 5日に「医療安全情報No. 1 4 4」を当事業

参加登録医療機関並びに当事業参加登録医療機関以外で希望する病院に提供い

たしましたのでお知らせいたします。

なお、 この医療安全情報を含め報告書、 年報は、 当事業のホ ー ムペー ジ

(http://www.med-safe.jp/)にも掲載いたしておりますので、 医療事故の発

生予防、 再発防止のために、 貴団体の取り組みにおいてご活用いただければ大

変幸いに存じます。

今後とも有用な情報提供となるよう医療安全「青報の内容の充実に努めてまい

りますので、 何卒ご理解、 ご協力のほど宜しくお願い申し上げます。
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病理検体の未提出
検体を採取後、紛失や破棄などにより、病理検査に提出されなかった事例が19件

報告されています（集計期間：2014年1月1日～2018年9月30日）。との情報

は、第23回報告書「個別のテーマの検討状況」で取り上げた内容をもとに作成

しました。

, 

、

病理検査を行うために採取した検体が提出され
なかった事例が報告されています。

国曹隈理E園
－手術室での病理検体の取り扱いについての手順がなく、

紛失 I: , , 診療科ごとに提出方法が異なっていた

破棄

－病棟での病理検体の置き場所が決め5れていなかった

・医師は、検体が病理検査に提出されていると思い込み、

提出したか確認しないまま看護師に破棄するよう伝えた

5 ・手術室に病理検体を保管するための容器がなく、採取

した検体をトレイに入れた状態で置き忘れ、翌日破棄

された

I －外科医師が採取した検体を受け取った内科医師は、
他の検査のみ｜

I 3 外科医師が病理検査に提出したと思い込み、病理以外
提出 ｜ 

’ の検査に提出した

、
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病理検体の未提出

事例 1

骨生検後、医師は病理検体とラベルを病棟看護師に渡した。看護師は病理部へ検体

を提出しようとしたが、すでに受付時間が過ぎていた。そのため、検体を病棟で保管

することになったが、置き場所が決め5れていなかった。その後、病理検体をどう

扱ったかは不明であるが、 1ヶ月後、医師が骨生検の結果を患者に説明する際に

結果が出ておらす、病理検体が提出されていない乙とに気付いた。

事例 2
下垂体腫癌摘出術を施行した。通常、腫霧が摘出されると脳神経外科医師が病理

検査に提出していたが、手術当日は検体を処理する医師が手術室にいなかった。

手術終了後、器械出し看護師は執万医に腫虜の処理を確認したととろ、執万医

はすでに検体が病理検査に提出されていると思い込み、破棄してよいと伝え

た。看護師は、腫鷹を破棄してよいか疑問に思ったが全て破棄した。 1週間後、

医師が検査の結果が遅れていると思い問い合わせたところ、病理検査に提出し

ていないことがわかった。

コ事例が発生した医療機関の取り組み
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※この医療安全情報は、医療事故情報収集等事業（厚生労働省補助事業）において収集された事例をもとに、本事業の

一環として総合評価部会委員の意見に基づき、医療事故の発生予防、再発防止のために作成されたものです。

本事業の趣旨等の詳細については、本事業ホームページをご覧ください。http://www.med-safe.jp/ 

※この情報の作成にあたり、作成時における正確性については万全を期しておりますが、その内容を将来にわたり保証

するものではありません。

※この情報は、医療従事者の裁量を制限したり、医療従事者に義務や責任を課す目的で作成されたものではありません。
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